
定例公安委員会の開催状況について

令和７年２月27日に定例山形県公安委員会が開催されました。議事の概要は次のとお

りでした。

１ 定例会報告事項

(1) 令和７年度「組織整備の重点」について

令和７年度「組織整備の重点」について報告があった。

委員から、部門を超えた重要事項の司令塔として統括戦略官を新設するなど、

部門を横断して成果を求めるためのものとなっている旨の発言があった。

委員から、治安情勢に応じて組織を柔軟に整備していることは高く評価できる

旨の発言があったほか、点検や見直しについても、併せて行ってもらいたい旨の

発言があった。

委員から、自転車や小型モビリティ対策など都市部における問題にも目を向け

た組織整備となっている旨の発言があった。

(2）令和６年中の公文書・個人情報の開示請求及びその決定等の状況について

令和６年中の公文書・個人情報の開示請求及びその決定等の状況について報告

があった。

委員から、条例等の規定に基づき、開示すべきものと不開示とすべきものをし

っかり判断することが重要である旨の発言があった。

委員から、県民の知る権利に応える制度でもあることを念頭に、引き続き適切

に対応してもらいたい旨の発言があった。

(3) 令和６年中における運転免許の行政処分状況について

令和６年中における運転免許の行政処分状況について報告があった。

委員から、運転免許の行政処分については、所要日数の全国平均と比較すると、

山形県は円滑な処理が成されているようで評価できる旨の発言があった。

委員から、悪質運転者の早期処分につなげるためにも、円滑な行政処分を行う

ことは重要であることから、必要な事務処理の円滑化にも継続して取り組んでい

ただきたい旨の発言があった。

委員から、飲酒運転や速度超過運転を繰り返す運転者を出さないためにも、円

滑な行政処分を行い、交通安全に係る規範意識の醸成に努めていただきたい旨の

発言があった。



２ 個別審議等会議

○ 組織整備等に伴う各規定の改正について

警察本部から、組織整備等に伴う各規定の改正について説明を受け、決定した。

○ 運転免許行政処分審査

警察本部から、運転免許の取消処分に係る意見の聴取、聴聞結果について説明

を受け、決定した。

○ 組織整備について

警察本部から、組織整備について報告があった。

○ 人事案件について

警察本部から、人事案件について報告があった。

○ 運転免許取消に係る審査請求の受理について

警察本部から、運転免許取消に係る審査請求の受理について報告があった。

○ 県警察による令和６年度定期会計監査（下期）の結果について

警察本部から、県警察による令和６年度定期会計監査（下期）の結果について

報告があった。

○ 令和６年中の街頭防犯カメラ活用状況について

警察本部から、令和６年中の街頭防犯カメラ活用状況について報告があった。

○ 令和６年中における自動車運転代行業の認定等について

警察本部から、令和６年中における自動車運転代行業の認定等について報告が

あった。


